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③ 障害に関わる各種審議
会で審議する際は、障害者
の家族から意見聴取を行う
べきである。

⑤ その他
① 障害に関わる各審議会に、障害者の家族を全体の２
分の１以上参加させるべきである

② 障害に関わる各種審議会に、障
害者の家族をおおよそ全体の３分の
１以上参加させるべきである

③ 障害に関わる各種審議
会で審議する際は、障害
者の家族から意見聴取を
行うべきである。

③ 障害に関わる各種審議
会で審議する際は、障害
者の家族から意見聴取を
行うべきである。

障害者政策の推進にあたっ
ては、当事者のニーズを踏ま
えるために、当事者やそれを
支える方々とともに議論しな
がら進める必要があるため。

上記のＱ３-１と同じ趣旨です。 審議会に、障害者と障害者家族が２分の１以上参加する
ことは当然です。

家族の参加も不可欠です。割合につ
いては他の分野と調整し３分の１を目
安とします。

Ｑ３－２　障害者の家族の政策立案決定段階の参加について

① 障害に関わる各種審議会に、障害者の家族を全体の２分の１以上参加させるべきである
② 障害に関わる各種審議会に、障害者の家族をおおよそ全体の３分の１以上参加させるべきである
③ 障害に関わる各種審議会で審議する際は、障害者の家族から意見聴取を行うべきである。
④ 障害に関わる国の審議会では、障害者の家族を多く参加させるべきであるが、自治体レベルでは意見聴取すればよい。
⑤ その他
上記のお答えの理由を簡単にお教えください。

日本障害者協議会・障害者政策に関する公開質問状への回答（2016年6月<7月参院選>）

◇政党の並びは左から公示前の参院勢力順です。


